
№ 施設の名称 指定管理者候補者 適当と認めた理由（要点）

1 高槻市立市民プール 公益財団法人フィットネス２１事業団

　応募は１団体のみであり、選定委員会で
は、幹事会の評価・説明を踏まえ、審査を
行った。
　審査の結果、提案価格の評価に加え、
全てのサービス水準等評価の項目につい
て市の求める水準に達している。第２期高
槻市スポーツ推進計画の内容を踏まえた
提案を行っており、本施設を含む大阪府内
の多数の類似施設の指定管理者としての
経験をもとに適切な管理運営が期待でき
る。フィットネスルームへの新規マシンの
導入、券売機のキャッシュレス対応、教室
受講申込みのオンライン化等、ハード面の
魅力向上に関する提案や、多様な教室の
開催、遊具を使用したイベントの開催等ソ
フト面の魅力向上に関する提案がある。
　また、市、市の関係団体、地域への協力
や連携についての提案があり、本施設の
設置目的や指定管理者としての役割を認
識している。
　以上の事由により、本団体が指定管理
者候補者として、適切であるとの判断を
行った。

指定管理者候補者の選定理由（公募）


